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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体外血液処理のための透析流体もしくは代用液、もしくは腹膜透析のための腹膜の溶液
を利用可能にするためのバッグ（２）と、
　ホースライン（３）を備えたホースセット(１)とを具備し、
　前記バッグ（２）とホースライン（３）とは、互いに固定して接続されているか、コネ
クタによって互いに接続されているかであり、
　前記ホースセット(１) のホースライン（３）は、血液処理装置の咬合ホースポンプ中
に挿入されるホースセクション（３Ｃ）を備えた処理装置において、　
　透析流体もしくは代用液、もしくは腹膜の溶液により形成された粒子を捕らえるための
装置（６）が、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの下流のホースセ
クション（３Ｄ）に設けられており、
　超過圧力を制限するための装置（８）が、設けられており、この超過圧力を制限するた
めの装置（８）は、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクション（３Ｃ）の下
流及び前記粒子を捕らえるための装置（６）の上流に位置するホースセクション中で、所
定の最大超過圧力を超えると、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの
下流に位置するホースセクション（３Ｇ）と、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホー
スセクションの上流に位置するホースセクション（３Ｅ）との間に、流体接続が形成され
、前記所定の最大超過圧力を下回ると、前記流体接続が遮断されるように、構成されてお
り、
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　前記ホースセット（１）は、前記ホースラインを通って流れる流体を加熱するためのバ
ッグ（７）を具備することを特徴とする処理装置。
【請求項２】
　前記超過圧力を制限するための装置（８）は、プレストレスを与えた逆止め弁（１０）
を有しており、このプレストレスを与えた逆止め弁（１０）は、前記所定の最大超過圧力
を超えると、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクション（３Ｃ）の下流のホ
ースセクションから、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの上流のホ
ースセクションへの流体の流れの方向に開かれ、前記所定の最大超過圧力を下回ると、閉
じられることを特徴とする請求項１に記載の処理装置。
【請求項３】
　一端が前記プレストレスを与えた逆止め弁（１０）の一方の接続部（１０Ｂ）に接続さ
れている第１のホース部分（９Ｂ）が、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセク
ション（３Ｃ）の下流に位置する前記ホースセクション（３Ｇ）から分岐していることと
、
　一端が前記プレストレスを与えた逆止め弁（１０）のもう一方の接続部（１０Ａ）に接
続されている第２のホース部分（９Ａ）が、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホース
セクション（３Ｃ）の上流に位置するホースセクション（３Ｅ）から分岐していることと
を特徴とする請求項２に記載の処理装置。
【請求項４】
　前記超過圧力を制限するための装置（８）は、電磁気、液圧、もしくは空圧駆動の弁（
１０’）を有しており、この弁（１０’）は、前記粒子を捕らえるための装置によって高
められた流れ抵抗による異常を検出するための装置と協動する制御ユニットによって駆動
され得、
　前記制御ユニットは、異常が検出された場合に、前記咬合ホースポンプ中に挿入される
ホースセクションの下流に位置する前記ホースセクションと、前記咬合ホースポンプ中に
挿入されるホースセクションの上流に位置する前記ホースセクションとの間に接続が形成
されるように、前記弁が開かれ、異常が検出されない場合に、前記弁が閉じられることを
特徴とする請求項１に記載の処理装置。
【請求項５】
　一端が前記電磁気、液圧、もしくは空圧駆動の弁（１０’）の一方の接続部（１０Ｂ）
に接続されている第１のホース部分（９Ｂ）が、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホ
ースセクション（３Ｃ）の下流に位置する前記ホースセクション（３Ｇ）から分岐してい
ることと、
　一端が前記電磁気、液圧、もしくは空圧駆動の弁（１０’）の他方の接続部（１０Ａ）
に接続されている第２のホース部分（９Ａ）が、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホ
ースセクション（３Ｃ）の上流に位置する前記ホースセクション（３Ｅ）から分岐してい
ることとを特徴とする請求項４に記載の処理装置。
【請求項６】
　前記粒子を捕らえるための装置は、０．１μｍ乃至１００μｍの孔径を有する粒子フィ
ルタ（６）であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１に記載の処理装置。
【請求項７】
　前記腹膜の溶液を利用可能にするためのバッグ（２）は、マルチチャンババッグであり
、このバッグの複数のチャンバ（２Ａ、２Ｂ）には、透析流体、代用液、もしくは腹膜の
溶液の準備のための種々の構成成分が充填されていることを特徴とする請求項１乃至６の
いずれか１に記載の処理装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１に記載の処理装置を具備する、血液を処理するための血液
処理装置。
【請求項９】
　この血液処理装置は、腹膜の溶液を供給するための前記ホースライン（３）と、腹膜の
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溶液を運び出すためのホースライン（２９）とを備えた腹膜透析のための装置であること
と、
　前記ホースセット（１）のこのホースライン（３）は、腹膜の溶液を搬送するために、
腹膜透析のための装置の咬合ホースポンプ（３１）中に挿入されていることとを特徴とす
る請求項８に記載の血液処理装置。
【請求項１０】
　前記ホースセット（１）の前記ホースライン（３）の一方の端部（３Ａ）に、腹膜の溶
液を利用可能にするための前記バッグ（２）が接続されており、このバッグ（２）は、マ
ルチチャンババッグであり、このバッグの複数のチャンバ（２Ａ、２Ｂ）が、腹膜の溶液
の準備のための種々の構成成分を収容していることを特徴とする請求項９に記載の血液処
理装置。
【請求項１１】
　前記血液処理装置は、体外血液回路（Ｉ）の一部である第１のチャンバ（１３）と、流
体システム（ＩＩ）の一部である第２のチャンバ（１４）とを有する交換ユニット（１１
）を備えた体外血液処理のための装置であり、前記体外血液回路（Ｉ）は、前記交換ユニ
ット（１１）の第１のチャンバ（１３）の入口（１３Ａ）へと延びている動脈血液ライン
（１５）と、前記交換ユニット（１１）の第１のチャンバ（１３）の出口（１３Ｂ）から
離れる方向に延びている静脈血液ライン（１６）とを有することを特徴とする請求項９に
記載の血液処理装置。
【請求項１２】
　前記ホースセット（１）の前記ホースライン（３）の一方の端部（３Ａ）に、透析流体
を利用可能にするための前記バッグ（２）が接続されており、このバッグ（２）は、マル
チチャンババッグであり、このバッグの複数のチャンバ（２Ａ、２Ｂ）が、透析流体を準
備するための種々の構成成分を収容しており、
　前記ホースラインのもう一方の端部（３Ｂ）が、前記交換ユニット（１１）の前記第２
のチャンバ（１４）の入口（１４Ａ）に接続されており、
　咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクション（３Ｃ）が、透析流体を搬送するた
めに、体外血液処理装置の咬合ホースポンプ（１７）中に挿入されていることを特徴とす
る請求項１１に記載の血液処理装置。
【請求項１３】
　前記ホースライン（３）の一方の端部（３Ａ）に、代用液を利用可能にするための前記
バッグ（２）が接続されており、このバッグ（２）は、マルチチャンババッグであり、こ
のバッグの複数のチャンバ（２Ａ、２Ｂ）が、代用液を準備するための種々の構成成分を
収容しており、
　前記ホースライン（３）のもう一方の端部（３Ｂ）が、体外血液回路の静脈及び／もし
くは動脈血液ライン（１５、１６）に接続されており、
　咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションが、体外血液処理装置の代用液ポン
プ（１８）中に挿入されていることを特徴とする請求項１１に記載の血液処理装置。
【請求項１４】
　前記血液処理装置は、粒子を捕らえるための装置（６）によって減じられたもしくは遮
断された流体の流れによる異常を検出するための装置（２４；２７、２１）を具備するこ
とを特徴とする請求項８乃至１３のいずれか１に記載の血液処理装置。
【請求項１５】
　前記異常を検出するための装置（２４；２７、２１）は、動作の異常の場合に光学、及
び／もしくは音響、及び／もしくは触知可能なアラームを発信するアラームユニット（２
６）と協動することを特徴とする請求項１４に記載の血液処理装置。
【請求項１６】
　前記異常を検出するための装置（２４；２７）は、評価ユニット（２４）と圧力変換器
（２７）とを有し、この圧力変換器（２７）は、咬合ホースポンプ中に挿入されるホース
セクション（３Ｃ）と粒子を捕らえるための装置（６）との間に位置するホースセクショ



(4) JP 5781512 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

ン（３Ｅ）の圧力を測定し、
　前記評価ユニット（２４）は、前記圧力変換器によって測定された圧力が所定の最大超
過圧力と比較されて、超過圧力を超えると異常が検出されるように構成されていることを
特徴とする請求項１４又は１５に記載の血液処理装置。
【請求項１７】
　前記異常を検出するための装置（２４、２１）は、評価ユニット（２４）と、透析流体
、代用液、もしくは腹膜の溶液を収容するためのバッグの重量を量るための装置（２１）
とを有し、
　前記評価ユニット（２４）は、所定の時間間隔内での前記バッグの重量の減少が所定の
閾値と比較されて、前記所定の閾値を下回ると異常が検出されるように構成されているこ
とを特徴とする請求項１４又は１５に記載の血液処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液処理のための装置、特に体外血液回路を有する体外血液処理のための装
置、もしくは腹膜透析（peritoneal dialysis）のための装置のためのホースセットに関
わる。更に、本発明は、このようなホースセットを有する血液処理、特に体外血液処理の
ための装置、もしくは腹膜透析のための装置に関わる。
【背景技術】
【０００２】
　体外血液処理のための種々の方法が知られている。体外血液処理では、患者の血液が、
交換ユニット、例えば透析装置即ちフィルタを有する体外血液回路で浄化される。透析装
置即ちフィルタは、半透膜によって分けられている血液チャンバと透析流体チャンバとを
有している。狭い意味での血液透析では、血液は、透析装置の前記血液チャンバを通って
流れ、透析流体は、前記透析流体チャンバを通って流れる。血液濾過では、患者から取り
出された流体が、透析装置即ちフィルタの半透膜を介して、無菌の代用流体（代用液（su
bstituate））によって完全にもしくは部分的に取り替えられる。このことは、透析装置
の上流もしくは下流で可能である。また、血液透析と血液濾過とは、一体に組み合わされ
て血液透析濾過と称され得る。このような変形例は、以下では、広い意味で血液透析と称
される。
【０００３】
　血液透析以外に、腹膜透析もまた、知られている。腹膜透析では、腹膜の溶液（a peri
toneal solution）が、患者の腹膜空間に供給されて、挿入された腹膜のカテーテルを介
して、腹膜空間から運び出される。腹膜透析では、血液処理が、腹膜空間を介して行われ
る。
【０００４】
　血液透析では、透析流体が、中央の供給ユニットによって利用可能にされ得る。代用液
が、新しい水と濃縮物とから、もしくは透析流体から得られ得る。緊急の血液透析の場合
には、バッグの中で利用可能にされている透析流体と代用液とを使用することが、知られ
ている。透析流体と代用液とを利用可能にするために、透析流体もしくは代用液の準備の
ために種々の構成成分が充填されているマルチチャンババッグが、知られている。通例、
個々の構成成分は、処理の直前でのみ、完成した流体の準備のために一緒に混ぜられる。
【０００５】
　透析流体もしくは代用液の準備のための周知の溶液バッグは、２つの分かれたチャンバ
を有しており、これらチャンバのうちの一方のチャンバには、アルカリ性の溶液として重
炭酸塩が充填されており、もう一方のチャンバには、カルシウムと電解液との酸性の溶液
が、充填されている。外側のパッケージによって覆われているダブルチャンバのバッグの
２つのチャンバは、分離可能なシーム（seam）によって分けられている。前記外側のパッ
ケージからバッグを取り外してシームを分離した後に、前記２種類の溶液が、ほぼ生理学
的なｐＨ値を有する中性のｐＨ値の透析流体もしくは代用液を形成するように、混ぜられ
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る。実施形態によっては、主要なパッケージ及び／もしくは外側のパッケージに、ガスバ
リアが、一体化されている。このガスバリアは、重炭酸塩の溶液からのＣＯ２の放出と、
この結果としての前記ｐＨ値の高い値へのシフトとを防ぐ。適切でない保管と取り扱いと
の結果として、前記パッケージへのダメージが生じ、この結果、重炭酸塩の溶液のｐＨ値
は、高い値にシフトされる。このような溶液では、用意された透析流体もしくは代用液中
の炭酸カルシウムの沈殿が、固形の成分として生じ得る。そして、このような粒子の侵入
が、患者の脅威となる。
【０００６】
　また、沈殿する固形の成分の侵入の問題は、腹膜透析によって生じる。腹膜透析では、
腹膜の溶液が、処理の直前でのみ混ぜられる構成成分を収容しているマルチチャンババッ
グ中で利用可能にされる。腹膜の溶液は、基本的にグルコース含有量によって、透析流体
とは異なる。この場合でも、パッケージの適切でない保管もしくはパッケージへのダメー
ジが、患者の腹膜空間に入り得る固形の成分としての炭酸カルシウムの沈殿をもたらし得
る。他の溶解されていない物質もしくは成分、例えばブレークオフ・コーン（break-off 
cones）の破片が、腹膜溶液中に含まれ得る。
【０００７】
　周知の血液処理装置は、１回限りの使用のための複数のホースラインを有している。こ
のようなホースラインは、セットとして提供される。前記ホースラインは、咬合ポンプ（
オクルーディングポンプ、occluding pumps）、特にローラポンプ中に挿入される。咬合
ポンプは、以下では、非咬合ポンプ、例えば遠心ポンプを含むポンプシステムも意味する
ことが理解される。このようなポンプシステムは、上流及び／もしくは下流弁を有してお
り、このような弁は、１つもしくは複数の弁と非咬合ポンプとのシステムが咬合ポンプの
ように機能するように、制御によって駆動される。
【０００８】
　新しい透析流体と使用された透析流体とのバランスを保つためのバランス装置が、血液
処理で知られている。バランス装置は、中で新しい透析流体が利用可能にされており且つ
使用された透析流体が受けられるバッグの重量を量ることが、知られている。従って、こ
のようなバランス装置は、溶液バッグのためのはかりを有する。
【０００９】
　特許文献１は、外科用器具に繋がっているホースラインが接続されている流体を収容す
るためのバッグを有する医療装置を開示している。このような流体は、バッグから、咬合
ホースポンプによって搬送される。また、このようなホースセットは、ポンプ中に挿入さ
れるホースラインのホースセクションを迂回するバイパスラインを有している。このバイ
パスラインには、前記ホースセットの圧力を一定のレベルに制限する逆止め弁が設けられ
ている。また、圧力制限のためのバイパスラインを有する注入ライン（an infusion line
）が、特許文献２によって知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】US-A-5,605,545
【特許文献２】US-A-4,391,599
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の基礎となる課題は、患者にとって安全な血液処理装置の動作を可能にする、血
液処理装置、特に対外血液処理装置、もしくは腹膜透析ための装置のためのホースセット
を提供することである。更に、本発明の課題は、患者により高い安全性を与える血液処理
装置、特に体外血液処理装置、もしくは腹膜透析のための装置を提供することである。
【００１２】
　本発明に従えば、このような課題の解決が、請求項１及び請求項１０の特徴によって果
たされる。本発明の有効な実施形態は、従属請求項の主題である。
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【００１３】
　血液処理装置、特に体外血液処理装置、もしくは腹膜透析のための装置のための本発明
に係るホースセットは、咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの下流に位置
するホースセットのホースラインのホースセクションに設けられている、粒子を捕らえる
ための装置によって特徴づけられている。前記粒子を捕らえるための装置は、沈殿され得
る物質が、透析流体、もしくは代用液、もしくは腹膜の溶液中に保持されることを防ぐ。
この点に関して、本発明に係るホースセットは、緊急の血液透析のための装置中での使用
に対して特に有効である。緊急の血液透析のための装置では、透析流体もしくは代用液の
準備のために必要な構成成分が、マルチチャンババッグ中で利用可能にされている。この
マルチチャンババッグの外側のパッケージは、不適切な保管もしくは取り扱いの結果とし
て、ダメージを受ける可能性がある。
【００１４】
　また、本発明に係るホースセットは、粒子を捕らえるための装置以外に、咬合ホースポ
ンプ中に挿入されるホースセクションと粒子を捕らえるための装置との間に位置するホー
スセクションの圧力を制限するための装置を有している。超過圧力を制限するための装置
は、粒子を捕らえるための装置によって流体の流れが減じられるか遮断された場合に、超
過圧力が前記ホースライン中に生じることを防ぐ。
【００１５】
　また、本発明に係るホースセットが緊急の血液透析のための周知の装置に使用される場
合、ホースセットは、場合によっては、このホースセットによって搬送される流体を加熱
するために使用されるホースセクションを含み得る。流体を加熱するために使用されるこ
のホースセクションは、加熱バッグとして構成され得る。加熱は、通例、溶液の温度を体
温に近づけるために行われる。前記加熱のためのホースセクションは、前記咬合ホースポ
ンプの上流もしくは下流に配置され得る。前記加熱のためのホースセクションは、好まし
くは前記咬合ホースポンプの上流に配置される。前記超過圧力を制限するための装置は、
前記咬合ホースポンプの下流のホースセットの一部が、前記咬合ホースポンプの動作中に
破裂するのを防ぐ。かくして、それでも前記加熱バッグが前記咬合ホースポンプの下流に
配置される場合でも、前記ホースセットは、過度に高い超過圧力によってこのように破裂
し得ない。
【００１６】
　前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの下流に位置し且つ前記粒子を
捕らえるための装置の上流に位置するホースセクション中で、所定の最大超過圧力を超え
ると、前記超過圧力を制限するための装置は、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホー
スセクションの下流に位置するホースセクションと、前記咬合ホースポンプ中に挿入され
るホースセクションの上流に位置するホースセクションとの間で、流体接続を形成する。
前記所定の最大超過圧力を超えると、バイパスラインが、かくして形成され、このバイパ
スラインを通って、流体が、前記咬合ホースポンプの動作中に循環し得る。前記所定の最
大超過圧力を下回ると、流体が前記咬合ホースポンプによって搬送され得るように、前記
流体接続は、遮断される。
【００１７】
　好ましい実施形態では、前記超過圧力を制限するための装置は、プレストレスを与えた
逆止め弁を有している。この逆止め弁は、前記所定の最大超過圧力を超えた場合に、前記
咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの下流のホースセクションから、前記
咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションの上流のホースセクションへの流体の
流れの方向に、開かれる。前記所定の最大超過圧力を下回ると、前記逆止め弁は、閉じら
れる。前記逆止め弁は、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホースセクションのすぐ上
流及び下流のホースラインから分岐しているホース部分に接続され得る。
【００１８】
　他の実施形態では、前記超過圧力を制限するための装置は、電磁気、もしくは液圧、も
しくは空圧駆動の弁を有しており、この弁は、粒子を捕らえるための装置によって高めら
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れた流れ抵抗による異常を検出するための装置と協動する制御ユニットによって、駆動さ
れ得る。前記制御ユニットは、異常が検出された場合に前記弁が開かれ、異常が検出され
ない場合に前記弁が閉じられるように、構成されている。また、前記電磁気、もしくは液
圧、もしくは空圧駆動の弁は、前記ホースラインから分岐しているホース部分に接続され
得る。
【００１９】
　前記粒子を捕らえるための装置は、好ましくは、０．１μｍ乃至１００μｍ、好ましく
は０．２μｍ乃至５０μｍ、特に好ましくは０．２μｍ乃至２０μｍの孔径を有する粒子
フィルタである。このような粒子フィルタは、従来技術に属している。前記粒子フィルタ
は、前記ホースラインの複数のホースセクションに固定して接続されているか、対応する
接続部品によって、複数のホースセクションに接続され得る。
【００２０】
　本発明に係るホースセットは、体外血液処理のための透析流体もしくは代用液を利用可
能にするための、あるいは、腹膜透析のための腹膜の溶液を利用可能にするためのバッグ
と一緒に使用される。このバッグは、適切な接続部品によって前記ホースラインに接続さ
れ得る。しかしながら、前記バッグと前記ホースラインとは、互いに予め固定されること
も可能である。
【００２１】
　透析流体、代用液、もしくは腹膜の溶液を利用可能にするためのバッグは、好ましくは
マルチチャンババッグであり、このバッグの複数のチャンバには、それぞれの流体の準備
のための種々の構成成分が充填されている。特に、前記バッグは、ダブルチャンババッグ
であり、このバッグの２つのチャンバは、分離可能なシームによって互いに離間されてい
る。
【００２２】
　本発明に係るホースセットが体外血液処理のために使用される場合、前記ホースセット
は、透析流体を搬送するために使用され得、前記ホースラインは、透析流体ポンプ中に挿
入される。しかしながら、体外血液処理では、本発明に係るホースセットが代用液を搬送
するために使用されることも可能であり、前記ホースラインは、代用液ポンプ中に挿入さ
れる。前記ホースセットが腹膜透析のために使用される場合には、前記ホースセットのホ
ースラインは、腹膜の溶液を搬送するために咬合ホースポンプ中に挿入される。
【００２３】
　体外血液処理のための装置もしくは腹膜透析のための装置であり得る血液処理装置の好
ましい実施形態は、前記粒子を捕らえるための装置によって減じられたあるいは遮断され
た流体の流れによる動作の異常の検出のための装置を提供する。特に好ましい実施形態で
は、前記異常を検出するための装置は、アラームユニットと協動する。このアラームユニ
ットは、前記ホースラインの過度に高い超過圧力を防ぐために、前記咬合ポンプの動作中
に流体がバイパスラインのみで循環しているということを使用者に知らせるように、光学
、及び／もしくは音響、及び／もしくは触知可能アラームを発信する。
【００２４】
　第１の好ましい実施形態では、前記異常を検出するための装置は、評価ユニットと圧力
変換器とを有しており、この圧力変換器は、前記咬合ホースポンプ中に挿入されるホース
セクションと前記粒子を捕らえるための装置との間に位置するホースセクションの圧力を
測定する。前記評価ユニットは、前記圧力変換器によって測定された圧力が、所定の最大
超過圧力と比較されるように構成されている。前記所定の最大超過圧力を超えると、前記
評価ユニットは、異常を検出する。そして、前記バイパスラインにある電磁気もしくは空
圧駆動の弁が、流体が前記咬合ポンプの動作中に循環し得るように、開かれる。
【００２５】
　異常を検出するための装置の他の実施形態は、評価ユニットと、透析流体、代用液、も
しくは腹膜の溶液を収容するためのバッグの重量を量るための装置とを提供する。このよ
うな重量を量るための装置は、いかなる場合も、流体のバランスを保つために、周知の血
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液処理装置中に設けられている。前記評価ユニットは、所定の時間間隔内での前記バッグ
の重量の減少が、所定の閾値と比較されるように、構成されている。前記所定の閾値は、
流体が所望の吐出速度で運ばれる場合に生じるバッグの重量の減少に対応する。前記粒子
を捕らえるための装置によって流体の流れが減じられるか遮断されると、即ち、前記粒子
フィルタが部分的にもしくは完全に詰まると、前記重量の減少が、前記所定の閾値を下回
る。そして、前記評価ユニットは、異常を検出する。
【００２６】
　本発明の実施形態の例が、図面を参照して以下により詳しく説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、血液処理装置のための本発明に係るホースセットの実施形態の例を示す
概略図である。
【図２】図２は、本発明に係るホースセットを有する体外血液処理のための本発明に係る
装置の実施形態の例を示す非常に簡略化された概略図である。
【図３】図３は、本発明に係るホースセットを有する体外血液処理のための本発明に係る
装置の第２の実施形態の例を示す非常に簡略化された概略図である。
【図４】図４は、本発明に係るホースセットを有する体外血液処理装置の更なる実施形態
の例を示す非常に簡略化された概略図である。
【図５】図５は、本発明に係るホースセットを有する腹膜透析のための本発明に係る装置
の実施形態の例を示す非常に簡略化された図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１は、本発明に係るホースセットの実施形態の例を概略図で示しており、このホース
セットは、この実施形態の例では、緊急の血液透析のための装置に使用することを意図さ
れている。ホースセット１は、ホースライン３中に透析流体もしくは代用液を準備するた
めに必要な構成成分を利用可能にするためのバッグ２を有している。この実施形態の例で
は、前記バッグ２と前記ホースライン３とは、互いに固定して接続されている。しかしな
がら、前記バッグ２は、ホースセットの一部ではなく、前記バッグ２と前記ホースライン
３とが適切なコネクタによって互いに接続され得ることも、可能である。
【００２９】
　前記バッグ２は、分離可能なシーム（seam）２Ｃによって互いに離間されている第１の
チャンバ２Ａと第２のチャンバ２Ｂとを有しているダブルチャンババッグである。バッグ
２の前記第１のチャンバ２Ａは、重炭酸塩を含む溶液を収容しており、前記第２のチャン
バ２Ｂは、代表的に酸性の、カルシウムを含む溶液を収容している。これら両溶液は、シ
ーム２Ｃの分離の後で、処理の直前でのみ一緒に混ぜられる。
【００３０】
　前記ホースライン３の一方の端部３Ａが、前記バッグ２の出口２Ｄに接続されている。
バッグ２のこの出口２Ｄは、閉鎖部分２Ｅによって閉じられており、処理の直前でのみ開
かれる。前記ホースライン３のもう一方の端部３Ｂは、透析装置の透析流体チャンバの入
口のところで、前記ホースライン３を対応した接続部品に、もしくはドリップチャンバに
接続し得るように、接続部品４を有している。
【００３１】
　前記ホースライン３は、複数のホースセクションに分けられている。このホースライン
３は、緊急の血液透析のための装置の咬合ホースポンプ（occluding hose pump）５中に
、この実施形態の例では透析流体ポンプもしくは代用液ポンプ中に挿入され得るホースセ
クション３Ｃを、有している。体外血液処理装置の透析流体もしくは代用液ポンプは、図
１の表示によってのみ示されている。
【００３２】
　粒子を捕らえるための装置６が、前記咬合ホースポンプ５中に挿入される前記ホースセ
クション３Ｃの下流に位置するホースラインのホースセクション３Ｄに、配置されている
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。この装置は、従来技術で知られているような粒子フィルタ６である。この粒子フィルタ
６は、例えばポリカーボネートによって形成されているハウジング６Ａを有している。こ
のハウジング６Ａ中には、０．１μｍ乃至１００μｍ、好ましくは０．２μｍ乃至５０μ
ｍ、特に好ましくは０．２μｍ乃至２０μｍの孔径を有するフィルタ膜６Ｂが、配置され
ている。この膜は、ポリアミドによって形成され得る。フィルタの前記ハウジング６Ａは
、フィルタまで延びているホースセクションと、フィルタから離れる方向に延びているホ
ースセクションとに固定して接続されている入口６Ｃ及び出口６Ｄを有している。
【００３３】
　図１の実施形態の例では、ホースセット１は、透析流体を患者の体温まで加熱するため
に使用される加熱バッグ７を有している。この加熱バッグ７は、前記バッグ２と、前記咬
合ホースポンプ５中に挿入されるホースセクション３Ｃとの間に位置するホースセクショ
ン３Ｅに、好ましくは配置されている。しかしながら、前記加熱バッグ７は、前記咬合ホ
ースポンプ５中に挿入されるホースセクション３Ｃの下流及び粒子フィルタ６の上流であ
るホースセクション３Ｆに配置されることも可能である。前記加熱バッグ７は、対応した
ホースセクションにそれぞれ固定して接続されている入口７Ａ及び出口７Ｂを有している
。透析流体もしくは代用液を人の体温まで加熱するために、前記加熱バッグ７は、緊急の
血液透析のための装置の加熱装置（図示されていない）に設けられている。
【００３４】
　前記粒子フィルタ６は、完全には図示されていないパッキングシステムの不適切な保管
もしくはこのパッキングシステムへのダメージの場合に沈殿され得る粒子を保持する。前
記粒子フィルタ６が、この粒子フィルタ６の流れ抵抗が著しく強まるように部分的にもし
くは完全に詰まると、超過圧力が、前記咬合ホースポンプ５の動作中に、この咬合ホース
ポンプ５と前記粒子フィルタ６との間にあるホースセクション３Ｆに生じ得る。従って、
ホースセット１は、咬合ホースポンプ５と粒子フィルタ６との間の前記ホースセクション
３Ｆに、超過圧力を制限するための装置８を有している。
【００３５】
　前記超過圧力を制限するための装置８は、バイパスライン９と、このバイパスライン９
に配置されている逆止め弁１０とを有している。このバイパスライン９は、２つのホース
部分９Ａ及び９Ｂを有している。一方のホース部分９Ａは、前記咬合ホースポンプ５中に
挿入されるホースセクション３Ｃの上流に位置するホースセクション３Ｅから分岐してお
り、前記逆止め弁１０の一方の接続部１０Ａに接続されている。もう一方のホース部分９
Ｂは、前記逆止め弁１０のもう一方の接続部１０Ｂに接続されており、咬合ホースポンプ
５中に挿入されるホースセクション３Ｃと加熱バッグ７との間に位置するホースセクショ
ン３Ｇへと延びている。
【００３６】
　前記逆止め弁１０は、好ましくは、ばね付勢の逆止めボール弁（non-return ball valv
e）である。この逆止めボール弁は、咬合ホースポンプ５の下流及び粒子フィルタ６の上
流のホースセクション中で所定の最大超過圧力を超えた場合に、前記バッグ２の方向に開
き、そうでない場合は閉じている。前記粒子フィルタ６が詰まった場合、前記逆止め弁１
０は、流体が前記咬合ホースポンプ５の動作中にバイパスライン９を通って循環するよう
に、開く。このことによって、ポンプの動作中に、超過圧力が更に高まることが防がれる
。超過圧力が更に高まると、動作中の前記ポンプの下流の構成要素、特に前記粒子を捕ら
えるための装置の構成要素が、破壊する危険がある。
【００３７】
　本発明に係るホースセット１は、より明快にするために図示されていないが、透析流体
もしくは代用液を収容するためのバッグ２及び加熱バッグ７以外に、更なる構成要素を有
し得る。例えば、前記ホースセットは、更なる接続部品を有し得る。また、ドリップチャ
ンバが、前記ホースセットが代用液を供給するために使用される場合に、前記ホースセッ
トの構成部分であり得る。しかしながら、前記ホースセットは、体外血液回路のホースセ
ットに設けられているドリップチャンバに接続されることも可能である。
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【００３８】
　図２は、ホースセットを有する体外血液処理装置の主要な構成要素を示している。この
実施形態の例では、緊急の血液透析のための装置に関わり、この装置は、透析流体及び／
もしくは代用液がバッグ中で利用可能にされることによって区別される。緊急の血液透析
装置は、従来技術に属しているので、図２は、非常に単純化された概略図にのみ、装置の
主要な構成要素を示している。
【００３９】
　体外血液透析装置は、半透膜１２によって血液チャンバ１３と透析流体チャンバ１４と
に分けられている透析装置１１を、交換ユニットとして有している。前記血液チャンバ１
３は、体外血液回路Ｉの一部であり、前記透析流体チャンバ１４は、体外血液処理装置の
流体システムＩＩの一部である。
【００４０】
　動脈血液ライン１５は、患者から血液チャンバ１３の入口１３Ａへと延びている。血液
ポンプ３２は、血液を搬送するために使用される。静脈血液ライン１６は、血液チャンバ
１３の出口１３Ｂから患者へと延びている。
【００４１】
　広い意味で緊急の血液透析のための装置の、この実施形態の例では、図１を参照して説
明されているホースセットは、透析流体と代用液との両方を搬送するために、使用される
。この理由のために、この処理方法は、より適切なことには、血液透析濾過と称され得る
。従って、同じ参照符号が、ホースセット１に対して使用されている。透析流体を利用可
能にするために、ホースセット１のバッグ２には、透析流体の準備のために必要な構成成
分が充填されており、これに対して代用液の準備のために、前記バッグ２には、代用液の
準備のために必要な構成成分が充填されている。代用液の準備のために必要な構成成分は
、透析流体の準備のために必要な構成成分と基本的に同じ構成成分であり得る。この点に
関して、両ホースセットは、この実施形態の例では、互いに異ならない。
【００４２】
　透析流体のためのホースセット１のホースライン３の自由端３Ｂが、透析装置１１の透
析流体チャンバ１４の入口１４Ａに接続されており、代用液のためのホースセット１のホ
ースライン３の自由端３Ｂが、静脈血液ライン１６に接続されている。ホースライン３の
前記自由端３Ｂは、動脈血液ライン１５に接続されることも可能である。より明快にする
ために、対応した接続部品の表示が省かれている。同様に、ドリップチャンバが図示され
ていない。ホースライン３は、透析流体を搬送するための透析流体ポンプ１７中に、並び
に、代用液を搬送するための代用液ポンプ１８中に、それぞれ挿入されている。前記透析
流体ポンプ１７と前記代用液ポンプ１８とは、血液処理装置の構成要素である。
【００４３】
　両方の粒子フィルタ６が、沈殿され得る粒子を有効に保持する。前記２つの粒子フィル
タ６の一方が詰まると、透析流体即ち血液透析液が、対応したホースラインの圧力が所定
の最大閾値を超えないでバイパスライン９を通って循環し得るように、対応した逆止め弁
１０が開く。
【００４４】
　使用された透析流体は、ホースライン２０を介して透析流体チャンバ１４の出口１４Ｂ
に接続されているバッグ１９中に集められる。前記ホースライン２０は、通例、透析流体
チャンバ１４の下流に配置されているホースローラポンプ３３（廃液ポンプ）中に挿入さ
れている。
【００４５】
　更に、体外血液処理装置は、バッグ２、１９の重量を量るための装置を有している。こ
の装置は、新しい透析流体及び代用液用のバッグ２のための共通のはかり（balance）２
１と、使用された透析流体用のバッグ１９のためのはかり２２とを有しており、これらは
かり２１、２２の上に前記バッグが置かれている。しかしながら、前記新しい透析流体及
び代用液のための共通のはかりの代わりに、別々のはかりが設けられることも、可能であ
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る。血液ポンプ３２と、ホースローラポンプ３３（廃液ポンプ）と、透析流体ポンプ１７
と、代用液ポンプ１８とは、データライン２１’、２２’を介して前記はかり２１、２２
の測定値を受信する中央の制御コンピュータユニット２４によって、（図示されていない
）制御ラインを介して駆動される。
【００４６】
　前記中央の制御コンピュータユニット２４は、動作の異常の場合に、光学、及び／もし
くは音響、及び／もしくは触知可能アラームを発信するアラームユニット２６に、データ
ライン２５を介して接続されている。
【００４７】
　図３は、非常に単純化された概略図で、体外血液処理装置の第２の実施形態の例を示し
ている。互いに対応する部分には、同じ参照符号が付されている。
【００４８】
　図３の体外血液処理装置は、透析流体のためのホースセット１を有しており、電磁気駆
動の遮断部材１０’が、逆止め弁１０の代わりにバイパスライン９に設けられている。更
に、図３の血液処理装置は、粒子フィルタ６によって減じられたもしくは遮断された流体
の流れによる異常を検出するための装置と、前記電磁気駆動の遮断部材１０’を駆動させ
るための制御ユニットとを有している。前記異常を検出するための装置は、評価ユニット
と、透析流体用のバッグの重量を量るための装置とを有している。前記透析流体用のバッ
グの重量を量るための装置は、バッグ２の重量を量るためのはかり２１である。評価ユニ
ット２４Ａは、血液処理装置の中央の制御コンピュータユニット２４の一部である。前記
電磁気駆動の遮断部材１０’は、制御ライン１０’’を介して前記制御コンピュータユニ
ット２４に接続されている。血液処理の間に、中央の制御コンピュータユニット２４の評
価ユニット２４Ａは、中に透析流体があるバッグ２の重量の減少を監視する。所定の時間
間隔での透析流体の重量の減少が、前記評価ユニットによって、所定の閾値と比較される
。所定の閾値を下回ると、前記評価ユニットは、粒子フィルタ６に対する流体の流れが減
じられているか遮断されて、ホースライン３中で過剰に高い超過圧力が透析流体ポンプ１
７の動作中に生じている、と判断する。このような異常が検出されると、前記制御コンピ
ュータユニット２４は、アラーム信号を発し、このアラーム信号は、データライン２５を
介して前記制御コンピュータユニット２４に接続されているアラームユニット２６によっ
て受信される。そして、前記アラームユニット２６は、光学、及び／もしくは音響、及び
／もしくは触知可能アラームを発信する。同時に、前記制御コンピュータユニット２４は
、透析流体が循環し得るように、バイパスライン９で電磁気駆動の遮断部材１０’を開く
。前記所定の最大超過圧力を前記ホースラインで超えた場合に前記バイパスラインが開く
ように、単位時間当たりの重量の減少に対する所定の閾値が、選択されなければならない
。
【００４９】
　図４は、体外血液処理装置の更なる実施形態の例を示している。この血液処理装置は、
バッグ２の重量の減少ではなく、ホースセット１のホースライン３の圧力が測定されるこ
とによって、図３を参照して説明された血液処理装置と異なる。この場合も同様に、互い
に対応する部分には、同じ参照符号が付されている。
【００５０】
　図４の血液処理装置では、咬合ホースポンプ５中に挿入されるホースセクション３Ｃと
粒子フィルタ６との間に配置されている圧力変換器２７が、透析流体用のホースセット１
に設けられている。この圧力変換器２７は、中央の制御コンピュータユニット２４に、デ
ータライン２７’を介して接続されている。所定の最大超過圧力を超える圧力が測定され
ると、異常が検出され、アラームが発信される。この実施形態の例では、粒子フィルタに
よって高められた流れ抵抗を検出するために、バッグ２の重量の減少が監視される必要が
無い。
【００５１】
　図２乃至図４は、代用液用のホースセット１が電磁気もしくは空圧駆動の遮断部材１０
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’ではなく逆止め弁１０を有している、実施形態の例を示している。しかしながら、代用
液用のホースセットは、中央の制御コンピュータユニット２４によって駆動される、電磁
気もしくは液圧もしくは空圧駆動の遮断部材を有することも可能である。
【００５２】
　図５は、図１を参照して説明されたホースセット１が使用される腹膜透析のための装置
を、非常に簡略化された概略図で示している。しかしながら、腹膜透析で前記ホースセッ
トを使用するために、バッグ２には、透析流体の準備のために必要な構成成分ではなく、
腹膜の溶液に必要な構成成分が充填されている。しかしながら、この他の点では、これら
ホースセットは互いに異ならない。従って、この場合も同様に、互いに対応する部分には
、同じ参照符号が付されている。前記腹膜透析のための装置は、本発明に係るホースセッ
ト１を有しており、ホースライン３の自由端３Ｂが、患者の腹膜空間中に腹膜の溶液を供
給するために、あるいは、腹膜空間から溶液を運び出すために、ダブルルーメンの腹膜カ
テーテル２８の第１のルーメンに接続されている。前記腹膜カテーテル２８の第２のルー
メンには、腹膜の溶液を集めるためのバッグ３０に延びているホースライン２９が、接続
されている。前記ホースセットのホースライン３は、前記腹膜透析のための装置の咬合ホ
ースポンプ３１中に挿入されている。
【００５３】
　この場合も同様に、ホースセット１の粒子フィルタ６は、バッグ２のパッケージシステ
ムの不適切な保管もしくはこのパッケージシステムへのダメージによって腹膜の溶液に含
まれ得る沈殿した粒子を、保持する。ここでも、前記粒子フィルタが詰まった場合に、ホ
ースポンプの動作中に所定の最大超過圧力を超えることが、防がれる。

【図１】 【図２】
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